第１号様式（第４条関係）[民有地緑化事業]
豊橋市緑化助成金交付申請書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
　（あて先）豊橋市長
　　　　　　　　　　　　申請者　住　　所
　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（法人の場合は、所在地、名称及び代表者氏名）
　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号

豊橋市緑化助成制度実施要綱に基づき助成金の交付を受けたいので、第４条の規定により、次のとおり申請します。
	助成を希望する
緑化施設の住所
	

	緑化施設の管理者
	□　申請者と同じ

	
	□　申請者と異なる
　住所
氏名

	緑化施設を設置する敷地の所有者
	□　申請者と同じ

	
	□　申請者と異なる
住所
氏名

	緑化対象面積
	㎡
	生垣の延長
	ｍ

	選択条件番号
	
	灌水施設数
	か所

	全体事業費
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

	助成交付申請額
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

	着手予定年月日
	年　　月　　日
	完了予定年月日
	年　　月　　日

	担当者
（設計管理者）
	住　　所
氏　　名
電話番号


（注）緑化対象面積には、花壇、水流、池等の面積を含めません。
該当する□の中にレ印をつけてください。
　備考　用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
 (
＜申請者申告欄＞あてはまる場合は、□にチェックと「
　
 
　
」内に数字を記入してください。
 □ 私は、下記の「 
　
　
」にあてはまる申請者であるため、交付対象事業費に消費税を含めた金額で申請します。 
（１）個人事業者ではない個人 （２）消費税法における納税義務者とならない事業者 （３）消費税の免税事業者 
（４）消費税の簡易課税事業者 （５）国もしくは地方公共団体の特別会計である事業者又は消費税法別表第３に掲げる法人 
（６）国又は地方公共団体の一般会計である事業者 
（７）消費税の課税事業者のうち、課税売上割合が低い等の理由から、消費税仕入控除税額確定後の返還を選択する事業者
)

第１－２号様式　（第４条関係）[民有地緑化事業]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
事業計画書
	市町村名
	豊橋市

	事業名等
	

	実施場所
	

	事業予定期間
	　　年　　月　　日～　　年　　月　　日

	事業費
※別紙数量計算書による
	
	財源
内訳
	交付金申請額
	

	
	
	
	間接補助事業者負担額
	

	土地利用状況
※該当する箇所に○印をつける
	
	住居系の用途地域　　
	
	商業系の用途地域

	
	
	工業系の用途地域　
	
	市街化区域に隣接した市街化調整区域

	
	
	ＤＩＤ区域
	
	既存集落

	
	
	その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

	緑化施設評価
＊各市町村に於いて独自に設けた評価基準の該当項目を記入する。

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	敷地面積
	ｍ２　①

	屋上緑化面積（うち中高木）
	　　　　　　　ｍ２　　　　　（　　　　　　ｍ２）

	壁面緑化面積
	　　　　　　　ｍ２　　　　

	駐車場緑化面積
	　　　　　　　ｍ２　　　　　

	空地緑化面積（うち中高木）
	　　　　　　　ｍ２　　　　　（　　　　　　ｍ２）

	緑化面積計（うち中高木）
	　　　　　　　ｍ２　②　　　（　　　　　　ｍ２）　　  ③

	緑化率
	　　　　　　　％　　　　　　　　　　　　　　　　②／①

	中高木植栽率
	　　　　　　　％　　　　　　　　　　　　　　　　③／②

	生垣設置延長
	　　　　　　　ｍ

	
樹


種
	
高木、中木、
低木、地被類等

（樹種名・本数・ｍ２）
	樹種名
	本
	ｍ２
	樹種名
	本
	ｍ２

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: OLE_LINK1]※限度額計算書（第１－１ｂ－１様式）を添付すること
第１－１ｂ－１様式　　限度額計算書　[民有地緑化事業]
申請者　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	　
	緑化面積
	交付対象事業費
：金額（材工共）
	１／２に当たる金額
	平均単価
	標準単価の場合の助成額
	要望交付金

	
	①
	②
	③＝②／２
	②／①
	④＝①×α（αは要綱別表に示す交付限度額)
	③又は④の
いずれか低い金額

	空地
	
	㎡
	
	円
	
	円
	円/
	㎡
	
	円
	
	円

	屋上
	
	㎡
	
	円
	
	円
	円/
	㎡
	
	円
	
	円

	壁面
	
	㎡
	
	円
	
	円
	円/
	㎡
	
	円
	
	円

	駐車場
	
	㎡
	
	円
	
	円
	円/
	㎡
	
	円
	
	円

	生垣
	
	㎡
	
	円
	
	円
	円/
	ｍ
	
	円
	
	円

	計
	
	㎡
	
	
	
	円
	
	
	
	円
	
	円


αについて　※屋上緑化、壁面緑化の場合は３万円／ｍ２　※空地緑化の場合は１．５万円／ｍ２
※駐車場緑化の場合は２万円／ｍ２　※生垣設置の場合は５千円／ｍ

第１－３号様式　（第４条関係）[民有地緑化事業]

	事業費内訳明細書

	　
	
	
	
	
	
	

	
	種別
	
	面積・延長
	　
	

	
	
	
	
	
	
	

	【①植栽費】
	【材料】植付植物、客土、肥料、支柱など
	　

	
	【材料以外】植付手間、客土投入・混合手間、支柱設置手間など

	項目
	数量
	単位
	単価
	金額
	備考

	
	
	
	（材工共）
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	小計
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	【②灌水設備費】
	【材料】電磁弁、給水管、かん水ホースなど
	　

	
	【材料以外】上記の設置費用
	　
	　

	項目
	数量
	単位
	単価
	金額
	備考

	
	
	
	（材工共）
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	小計
	　
	　
	　
	　
	　







	【③表示板設置費】
	【材料】
	あいち森と緑づくり事業の助成により整備した旨を示す表示板

	
	【材料以外】上記の設置費用
	　
	　

	項目
	数量
	単位
	単価
	金額
	備考

	
	
	
	（材工共）
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	小計
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	【その他】
	　
	　
	　
	　
	　

	項目
	数量
	単位
	単価
	金額
	備考

	
	
	
	（材工共）
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	小計
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	合計
	　

	
	
	諸経費
	　

	
	
	消費税(率）
	　

	
	
	金額（経費・消費税込）
	　

	
	
	１／２に当る金額
	　

	
	
	㎡あたりの平均単価
	　

	
	
	要望交付金
	　

	
	
	審査の結果、交付決定金額が要望額を下回る場合があります。）

	【記入上の注意事項】
	
	
	
	
	

	・造成費用、伐採費用、処分費は助成対象になりません。
	
	

	　（客土投入に伴う残土の積込・運搬・処分費は支援対象です）
	

	・植栽基盤の整備のみでは助成対象になりません。
	
	

	・移植工事は植付時の費用のみ支援対象になります。掘取・運搬は支援の対象になりません。

	・大径木・仕立物・銘木・特殊木など樹木単価が極めて高額なものは助成対象に

	　ならない場合がありますので、事前に公園緑地課までご相談下さい。
	

	・【①植栽費】の単価欄には、客土や支柱を含んだ見積価格を記入して下さい。

	・【①植栽費】の備考欄には、高さ(H)・幹周り(C)などを記入して下さい。
	

	・数量は、緑化計画平面図などで必ず確認できるようにして下さい。
	



第１３号様式　（第４条関係）[民有地緑化事業]

管理誓約書

　　年　　月　　日

（あて先）　豊橋市長

　　　　　　　　　　　　　　申請者　住　　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（法人の場合は、所在地、名称及び代表者氏名）
電話番号

私は、豊橋市緑化助成制度実施要綱第４条の規定により、交付申請するに当り、下記の事項を基本として管理することを誓約します。

記

· 助成金交付対象となった緑化木等の剪定、病害虫防除、かん水、施肥、除草その他の管理行為を適切に行うこと。
· 助成金交付対象となった緑化施設内の樹木等が周辺環境に悪影響を及ぼした場合、遅延なく対処すること。
· 助成金交付対象となった緑化木等で枯損が発生したときは、速やかに補植を行うこと。
· 市が要綱第１４条に規定する状況確認を行う際には、積極的に協力すること。

